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１２月１０日(日)午前１０時から 

臨時総会を開催します 
 
 

日時：平成２９年１２月１０日（日）１０：００から 
場所：広瀬小学校体育館 
※ 給排水管改修工事の実施、及びつつじ野団地管理規約（細則を含む）

の一部変更を主な議題として臨時総会を開催します。 

 

◇「臨時総会議案書」の説明会を行います。 

日時：平成２９年１２月２日（土）１３：３０～１５：３０ 

場所：第三集会所 

※ 配付致しました「総会議案書」をお持ちください。 

『出席予定票・議決権行使書・委任状』 

の取り扱いについて 
つつじ野団地管理組合では、総会で提案された議案に対して、その賛否の意思を表明 

する方法として、「三つの方法」を採用しています。 

いずれによる方法でも、その総会へは出席し、議決権を行使したものと取り扱われます。 

希望されるいずれかの方法の色分けした用紙に必要事項を記入し、押印の上、 

１枚のみ を小封筒に入れ、１２月２日（土）までに班長へ提出してください。 

提出期限（１２月７日）後は受付ませんので、ご注意ください。 

 

◎「一つ目の方法」：総会当日、会場に来場し総会に出席できる方 
 
① 議案書３頁の 出席予定票（青色用紙） に、必要事項を記入し押印の上、「班長」 

へ提出してください。 

② 当日、都合で出席できなくなった場合は、総会議長に議決権の行使を委任したものと 

取り扱われます。 
 

◎「二つ目の方法」：総会当日、会場へは行けないので、提案された議案に対し書面で自己 

の意思を表明される方 
 
① 議案書４頁の 議決権行使書（緑色用紙） に、必要事項、各議案について賛成・反対 

かを記入（○で囲む）し押印の上、「班長」へ提出してください。 

②「議決権行使書」を提出されて、当日会場へ来場された場合には、傍聴席にお座りいた 

だき、議決権の行使はできません。議決権の行使は、既に提出いただいた書面にて行使 

されます。 
 

◎「三つ目の方法」：総会当日、会場へは行けないので、他の人に議決権行使を任せたい方  
 
① 議案書５頁の 委任状（橙色用紙） に、必要事項を記入し押印の上、「班長」（個人に 

委任される場合は受任者＝任せる相手）へ提出してください。 

② 「委任状」を提出されて、当日会場へ来場された場合には、傍聴席にお座りいただき、 

議決権の行使はできません。議決権の行使は受任者（任された人）が行使します。 

第１号議案の「管理規約の一部変更は、特別多数決議案」です 

第１号議案の管理規約の一部変更は、「全住戸１，００４の３／４以上の賛成が必要と

なる特別多数決議案」です。この管理規約の一部変更の承認可決がないと、第２・３

号議案の給排水管改修工事（中層棟・高層棟及びメゾネット棟）が実施できなくなり

ます。 

このため、「出席予定票・議決権行使書・委任状」のいずれかを１２月２日（土）まで

に、班長さんへ提出するように、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

工事対象外のテラス住戸の方もご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

広報つつじ野 
（昭和５６年５月１日、創刊） 

つつじ野団地管理組合 

Tel.2953-7876 

Fax.2952-1499 

平成２９年１１月２５日 

第７９９号 
＝マンションみらいネット登録全国第１号管理組合＝ 

当管理組合は組合員全員による自主管理で運営しています 

「お互いさま」の心と「支えあい」で日本一の団地を作ろう！ 
 

主な掲載内容 

❶１２月１０日(日)午前１０時から臨時総会を開催します 

❷『出席予定票・議決権行使書・委任状』の取り扱いについて  

❸総会提案予定議案に関する説明会を開催しました  

❹平成２９年度中間業務・会計監査を行いました  

❺年末大掃除の作業方法 

❻１０月度の不法駐車を公表します ❼１０月度ゴミ違反を公表します  

＜添付物：＞平成２９年度上半期会計報告、地区委員ニュース７７号、 

長期修繕委員会ニュース第４号 
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平成２９年１２月臨時総会提案内容（給排水管改修工事の実施等）の説明会が１１月１１

日（土）、１２日（日）の両日第三集会所で行われました。 
 
○参加人数 

対象者 参加世帯数（戸） 参加率（％） 

中層棟３ＬＤＫ １３２／２９５ ４４．７ 

中層棟４ＬＤＫ ８１／１８０ ４５．０ 

高層棟 ８２／１４４ ５６．９ 

メゾネット棟 ２６／４４ ５９．０ 

２階建テラス ７８／３０５ ２５．５ 

３階建テラス ７／３６ １９．４ 

合  計 ４０６／１００４ ４０．４ 

 

※当日説明会の資料の一部を次の通り訂正いたしました。 

つつじ野団地管理規約改正対象条文（現行規約：変更案）対比表の規約変更案(P-1) 

【訂正前】（第１２条中太字部分を削除しました） 

（専有部分の用途） 

第１２条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に

供してはならない。ただし、理事長（第４０条に定める理事長をいう。以下同じ。）に申請

し、その承認を得た場合を除き、次に掲げる用途は、住宅としての用途にはあたらないもの

とする。 

一 1つの専有部分を別箇の契約により多人数（３人以上）に賃貸すること（いわゆる脱法ハ

ウス）。なお、１つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は別個の契

約とみなす 

二 専有部分を不特定多数の宿泊に供すること（いわゆる民泊） 

三 専有部分を１ケ月未満の契約により賃貸すること（いわゆるウィークリーマンション） 

２ 前項にかかわらず、住戸部分を小規模な事務所兼用住宅等近隣の居住環境を阻害しない程

度の用途に供するときは、当該団地建物所有者はあらかじめ理事長に申請し、その許可を得

て転用することができる。ただし、次の各号に掲げる用途に供することはできない。 

 一 消費者金融、手形割引等の金融業事務所 

 二 暴力団組事務所 

 三 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」を適用された団体の連絡所又

は集会所等 

 四 風俗営業、その他良好な居住環境を阻害する用途 

【訂正後】 

（専有部分の用途） 

第１２条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に

供してはならない。ただし、次に掲げる用途は、住宅としての用途にはあたらないものとす

る。 

一 1つの専有部分を別箇の契約により多人数（３人以上）に賃貸すること（いわゆる脱法ハ

ウス）。なお、１つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は別個の契

約とみなす 

二 専有部分を不特定多数の宿泊に供すること（いわゆる民泊） 

三 専有部分を１ケ月未満の契約により賃貸すること（いわゆるウィークリーマンション） 

２ 前項にかかわらず、住戸部分を小規模な事務所兼用住宅等近隣の居住環境を阻害しない程

度の用途に供するときは、当該団地建物所有者はあらかじめ理事長に申請し、その許可を得

て転用することができる。ただし、次の各号に掲げる用途に供することはできない。 

 一 消費者金融、手形割引等の金融業事務所 

 二 暴力団組事務所 

 三 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」を適用された団体の連絡所又

は集会所等 

 四 風俗営業、その他良好な居住環境を阻害する用途 

 

 
１１月１９日（日）、平成２９年度上半期の監事監査（会計

監査及び業務監査）が行われました。監事からは、会計書類は

管理組合の財産及び収支状況を正しく示していること、 

また、事業計画は概ね順調に執行されているとの確認を受け

ました。なお、上半期の会計報告書は本号に添付いたしまし

たので参照してください。 
 

 

１２月３日（日）午前９時から１０時半まで、次の要領で年末大掃除を行います。 

“雨天の場合は中止です。” 

● 清掃範囲：環境整備の日の作業区分に準じて行ってください。  

● 班への用具貸出しは、管理棟東“ささえ愛つつじ野”事務所前（環境整備の日と同じ場

所）で８時３０分から行います。 

● 清掃方法については次の通りです。 
 
＊ 落葉の清掃、駐車場、自転車置き場、通路、その他気がついた場所。 

＊ 植込み内の落ち葉は、樹木育成のためそのままにしておいてください。 

＊ 空き缶・空きビン等は、管理棟北側横の金網の囲いの中に運んでください。 

＊ 集めた落葉などは、管理組合の指定した場所（白線で囲んである）に出してください。 

総会提案予定議案に関する 

説明会を開催しました 

平成２９年度中間業務・会計監査を行いました 

年末大掃除の作業方法 
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＊ Ｕ字溝（側溝）内の汚泥等は、植込みの中に散布してください。 

＊ 中・高層棟・メゾネット棟の方は、階段、手すり、壁面の水洗いや、天井、蛍光灯周

り等の清掃もお願いします。 

＊ ＮＴＴインターネット集合ＢＯＸ、火災報知機、蛍光灯は水洗い厳禁です。 

＊ 潅木等の剪定は特に行いませんが、気になる所は各自で剪定してください。（剪定バサ

ミの貸し出しもします） 
 

● 作業終了後、班長さんは配付した用紙に出席戸数、人数等を記入し、返却受付まで提出

してください（環境整備の日と同じ場所）。なお当日参加できない方は、前日までにでき

る範囲で作業をして、その旨班長さんに連絡してください。参加扱いとなります。 

★ 実施または中止については、当日早朝にハンドマイクでお知らせいたします。 

 

 
不法駐車は、地区委員（生活秩序担当）の方が日々の状況を確認し、注意喚起を実施して

います。継続して団地内の皆様のご協力をお願いします。 
１０月の不法駐車車両は６２台、バイクは１３台という結果でした。 

◇不法駐車悪質車両の内容（過去３ヶ月５回以上不法駐車車両） 

回数 番号 車種 色 場所 時間帯 

７ 狭山市ﾊﾞｲｸ-くー１８４７ ホンダＺＸ 黒 １街区２３駐輪場 終日 

８ 狭山市ﾊﾞｲｸ く－２１０７ ヤマハＡＰＲ１０ 黒 １街区２３駐輪場 終日 

１１ 入間市ﾊﾞｲｸ う－１９３１ ホンダ 白 １街区２３駐輪場 終日 

２２ 所沢市ﾊﾞｲｸ ち－２４６１ ホンダ ディオ シルバー １街区２３駐輪場 終日 

５ 所沢５０  はー２４６５ ホンダ ライフ 白 ４街区１４前 20:00～22:00 

９ 所沢５０２ てー  ５９ ホンダ スパイク 白 １街区２３前 終日 

 
ゴミ集積所の点検は、地区委員（環境保全担当）の方がゴミ回収時の状況（回収日でない

ゴミ、回収後に出しているゴミ）を確認し、注意喚起を実施しています。１０月度のゴミ違

反数は２４件確認されました。うち回収後に出しているゴミ違反は、１件でした。 

◎ゴミ集積所の現状（点検結果から）・ゴミ出しルールについてのお願い 

 指定日以外に出されたゴミ、回収後に出されたゴミ、分別違反のゴミは回収されません。 

残されたゴミはシルバーさんの手で分別し直して指定日まで保管されます。 
 
 
 
 

●第１３回理事会（１１／１８）：１０月分会計報告／中間業務報告／中間監事監査資料／臨

時総会議案書説明会／臨時総会役割分担／合同会議開催案内文／次期役員等選出要領／新

年のつどい内容／年末防犯パトロール  他 

 

理事会の予定議題 
●第１４回理事会（１２／２）：臨時総会最終確認／年末大掃除の最終確認／次年度事業計

画・予算／１２月度資金運用計画／震災時等活動マニュアル案防災訓練実施要領 他 
 

お知らせ 
① ２・３街区テラス玄関ドア交換に関する工事説明会を開催します。 

  １２月１６日（土）１０：００～ 第三集会所 

  なお、説明会資料は、対象住戸へ別途事前配付します。 

② 震災時活動マニュアル案防災訓練（対象：３街区低層棟）を開催します。 

  １２月１７日（日）１５：００～ 第三集会所 

  なお、当日の資料は、対象住戸へ別途事前配付しております。 

③ 年末・年始、来客用駐車場の申し込み受付は１２月２日（土）午前９時からです。 

月 日付 会議・行事 日付 
ゴミの収集 

（火、金はもやすゴミ） 

１１月 ２６日(日） 
第１２回長期修繕委員会 

ﾏﾝｼｮﾝみらいﾈｯﾄ更新確認 

11/27日(月) 古紙古布 

11/30日(木) プラスチック 

１２月 

２日(土) 
臨時総会議案書説明会 

第１４回理事会 
12/ 4日(月) ビン・缶・乾電池 

３日(日) 年末大掃除 12/ 7日(木) プラスチック 

１０日(日) 
臨時総会 

第１３回長期修繕委員会 

12/11日(月) 古紙古布 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月度の不法駐車を公表します 

１０月度ゴミ違反を公表します 

理事会の議題 

当団地では犬猫の飼育は規約で禁止されています。 

        規約を遵守し皆で住み良い団地を目指しましょう。 

“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申し込み 090-4360-1233    

☆健康体操   ：１２月５日(火)、１２日(火)、１９日(火)１３時３０分から  参加費５００円／回 

☆うたごえサロン：１２月２１日(木)１４時から  参加費３００円(コーヒーカップご持参ください) 

☆絵手紙教室  ：１２月１３日(水)１０時から  参加費１００円／回 

☆脳トレ麻雀  ：１２月 毎週（水、土曜日）１３時から（初心者向け毎週月曜日１３時から）  無料 

☆手芸カフェ  ：１２月 毎週（金曜日）１３時から 無料 

☆編み物カフェ ：１２月 毎週（水曜日） ９時３０分から 参加費３００円／月 
 

健康体操で若返り中！ 


